
 

 

「須賀川駅東西自由連絡通路 愛称選考委員会」の 

開催について 

 

 

 

 

報道機関各位 

 

令和５年９月１日（金）から令和５年１１月３０日（木）まで募集してきた須賀川駅東

西自由連絡通路の愛称について、最終選考にあげる作品を決定するため、下記のとおり選

考委員会を開催いたします。つきましては、当日の取材をお願いいたします。 

 

＜須賀川駅東西自由連絡通路 愛称選考委員会 概要＞ 

１ 開催日時  令和６年２月７日（水）14:00～16:00 

 ２ 会  場  市役所４階 大会議室Ａ 

 ３ そ の 他  事業の詳細は別紙のとおりです。 

須賀川市報道発表資料 

令和６年２月６日 

＜問い合わせ先＞ 

担当：都市計画課都市整備係 鈴木 

直通電話：０２４８－８８－９１５５ 

Ｅメール：toshikei@city.sukagawa.lg.jp 

Sukagawa City Press Release 
共につくる 住み続けたいまち すかがわ 



須賀川駅東西自由連絡通路 愛称について 

＜応募総数＞ 

458 件 ※白紙や無効作品は除く 

 

＜選考方法＞ 

① 予備選考（建設部内 3 課長）→ 53 作品が通過 

 

② 本選考（愛称選考委員）→ 4 作品程度に絞る 

 

 ③ 最終選考（須賀川市長）→ 1 作品を選定 

 

＜東西自由連絡通路 コンセプト＞ 

資料１のとおり 

 

＜愛称 選考ポイント＞ ○＝良いと思われるもの、×＝ふさわしくないと思われるもの 

○ 施設コンセプトとかけ離れていないもの 

○ “須賀川市”が感じられるもの、ありきたりではないもの 

○ 親しみを得やすいもの、覚えてもらいやすいもの 

× 他の施設や商標などに類似・混同していると思われるもの 

× 営利を目的とした特定の個人名や企業名と思われるもの 

× “通路”の愛称と感じられないもの 



須賀川駅東西自由連絡通路

市では、須賀川駅東口の混雑解消と駅利用者の

利便性向上を図るため、須賀川駅東西自由連絡

通路を整備しており、令和７年の春ごろに完成

予定です。須賀川駅の東西を結び、新たな架け

橋となる自由連絡通路が、多くの皆さんに利用

され、親しまれる通路となることを願い、広く

愛称を募集します。

令和５年11月30日(木)まで
（当日消印有効）

須賀川駅西側から見た整備イメージ図

須賀川市 建設部 都市計画課 📞0248(88)9155 FAX：0248(73)4205

〒962-8601 福島県須賀川市八幡町135番地 ✉ toshikei@city.sukagawa.lg.jp

お問合せ

応募先

愛称募集!!

応募〆切

①応募用紙の応募箱への投函、②応募フォーム（WEB）

③郵送、FAXまたはEメール

応募方法

須賀川市HPからも

ご覧いただけます。

詳しくは裏面をご覧ください。

1384
長方形

1384
テキストボックス
参考（募集時チラシ）



須賀川駅東西自由連絡通路 愛称 応募用紙
フリガナ

愛 称

愛称を付けた理由

（意味・説明など）

住 所

〒 -

氏 名

フリガナ

年 齢

歳

電話番号
Eメール

（任意）

※Eメール以外は必須項目です。この用紙は切り取らずにそのまま応募できます。

市内在住、在学、在勤および須賀川駅利用者

（お1人様1点まで応募可能）

応募資格

【応募に必要な事項】

○愛称、○愛称を付けた理由（意味・説明など）、

○住所、○氏名、○年齢、○電話番号

※Eメールアドレスの記載は任意

①応募用紙の応募箱への投函（下記会場に設置）

・須賀川駅コミュニティプラザ

・市役所みんなのスクエア

・市民交流センターtette

・市内各コミュニティセンター

②応募フォーム（WEB）

次のURLまたはQRコードから応募

https://www.task-asp.net/cu/eg/lar072079.tas

k?app=202300085

③郵送（任意様式可）、FAX、Eメール

「応募に必要な事項」を記載し、本紙表面の応募先

に郵送、FAX、Eメールのいずれかの方法で提出

応募方法

令和５年11月30日(木)まで（当日消印有効）

応募〆切

選考委員会で4作品を選考した後、最優秀作品1点を

決定します。

同名多数の場合は、愛称の命名理由により採用者を

選考します。

最優秀賞作品は、須賀川駅東西自由連絡通路の壁面に

掲示するほか、広報すかがわや市ホームページなどで

発表します。

審査・発表

最優秀賞１名、優秀賞３名に表彰状および副賞を授与

（後日開催予定の表彰式にて授与する予定です。）

表彰

○自身の未発表作品で、第三者が有する著作権等の

権利を侵害しないよう、十分配慮してください。

応募作品について著作権等に係る問題が生じた場合、

すべて応募者の責任になります。

○採用された愛称の著作権は市に帰属し、市はこれを

自由に使用します。また、応募された作品は返却

しません。

○応募に係る費用は応募者負担とします。

○応募に係る個人情報は適切に管理し、愛称募集・

選考の目的に限り使用します。

○営利を目的とした特定の個人名や企業名ではない

ものとしてください。

○他の施設や商標などに類似・混同しないものとして

ください。

○最優秀賞の発表の際は、必要に応じて「氏名」

「住所（市町村名まで）」を公表します。

○愛称は、作品の意図を損なわない範囲において、

一部補正、修正して使用する場合があります。

○「応募に必要な事項」に記載漏れがある場合は、

受付できない場合がありますのでご注意ください。

応募にあたって


